
◆届出・申請手続きの流れ 令和８年４月１日　都市政策課

「帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」による駐車施設の届出・申請手続きの流れは、次のとおりです。

　　No

Yes 

No

Yes 

① 一般附置「小型自動車、普通自動車(車いす利用者用含む)」 ① 一般附置「小型自動車、普通自動車(車いす利用者用含む)」

② 荷さばき附置

 Yes

No

 Yes

No

届出手続き
（駐車施設設置の届出は確認申請する前に届出が必要となります。届出に当たっては事前に帯広市 都市政策課にご相談下さい）

駐車施設設置(変更)届出書「様式-2」

A：特定用途（共同住宅を除く）の床面積
※①

＞1,000㎡

B：（共同住宅及び非特定用途の延べ床面積）×1/2
※②

＞1,000㎡
C：①＋②＞1,000㎡
※A～Cのいずれか該当する場合が対象となります

措置命令書「様式-17」

再検査

Yes No

※建築物の敷地内および隔地駐車場の両方に附置す

る場合を含む

駐車施設設置(変更)特例承認申請書「様式-
4」

公共交通利用促進措置計画承認(変更)申請書
「様式-6」及び公共交通利用促進措置に関す
る計画書「様式-7」

「駐車施設の表示板」の設置

特例申請を行うか？

荷さばき用駐車施設の附置対象となるか？
（特定用途に供する部分の床面積が2,000㎡を超える建築物が対象となります）

是　正完了検査

車いすや荷さばき附置が困難
または代替措置等により附置する

公共交通利用促進措置計画承認(不承認)通知書「様
式-8」

※「様式-6」及び「様式-7」に対し帯広市が通知し
ます

※立入検査の結果、届出内容の変更や条例違反
　等が確認された場合は是正の対象となります。
　（条例第14条）

検査済証「様式-15」
※完了検査後に帯広市が交付します

駐車施設の使用

※駐車施設の立入検査に当たっては事前に連絡をいたします。

条例第13条に基づく立入検査

検査に不適合の場合

再検査

既存駐車施設を廃止する場合

駐車施設廃止届出書「様式-3」

公共交通利用促進措置を廃止する場合

公共交通利用促進措置廃止届出書「様式-9」

建築物の敷地内に附置する場合

駐車施設設置(変更)特例承認(不承認)通知書「様式-
5」

※「様式-4」に対し帯広市が通知します

 建築物の新築、増築又は用途変更

建築物の規模は駐車場附置義務条例の対象となるか？

 駐車場附置義務条例の対象区域か？

附置すべき台数の算定
（延べ床面積が6,000㎡に満たない建築物や延べ床面積が10,000㎡を超える事務所については附置すべき台数が軽減されます）

届出不要

理由書「様式-
1」

公共交通利用促進措置を実施する場合
建築物の敷地から概ね200ｍ以内
に附置する場合（隔地駐車場）

駐車施設の設置
駐車施設設置完了届出書「様式-14」

※公共交通利用促進措置により附置義務台数を緩和している場合は1年毎に
定期報告（公共交通利用促進措置実施状況報告書「様式-10」）が必要です

既存駐車施設を別の車種等へ振り替え
る場合

既存駐車施設振替届出書「様式-13」

既存駐車施設の台数を緩和する場合

既存駐車施設緩和承認申請書「様式-11」

検査に不適合の場合 既存駐車施設緩和承認(不承認)通知書「様式-12」
※「様式-11」に対し帯広市が通知します


